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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構成が簡潔で、デンタルブリッジ構造または架
工義歯構造に対しても使用できる、冒頭で述べた種類の
アバットメントおよびデンタルインプラントシステムを
提供する。
【解決手段】インプラント内に固定可能な根元部分６と
、補綴要素を受容するために設けられる頭部分３とを備
えたインプラントシステム用アバットメント２であって
、前記頭部分３の側面が、前記アバットメント２の中心
長手軸線に関し回転対称に構成され、且つ前記根元部分
６に対向する端面側へ先細りになっている前記アバット
メント２において、前記根元部分６が雄ねじを有し、該
雄ねじがインプラントの雌ねじにねじ込み可能であるこ
と、前記頭部分３が、その端面側にて開口している、補
綴要素またはアダプター部材を位置固定するための雌ね
じを備えた孔を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラント内に固定可能な根元部分と、補綴要素を受容するために設けられる頭部分
とを備えたインプラントシステム用アバットメントであって、前記頭部分（３）の側面が
、前記アバットメント（２）の中心長手軸線（Ｌ）に関し回転対称に構成され、且つ前記
根元部分（６，７）に対向する端面側へ先細りになっている前記アバットメントにおいて
、前記根元部分（６，７）が雄ねじを有し、該雄ねじがインプラントの雌ねじにねじ込み
可能であること、前記頭部分（３）が、その端面側にて開口している、補綴要素またはア
ダプター部材を位置固定するための雌ねじを備えた孔を有していることを特徴とするアバ
ットメント。
【請求項２】
　前記頭部分（３）に固定ねじが付設され、該固定ねじが前記補綴要素（Ｂ，Ｚ）または
前記アダプター部材（５）を固定するために前記雌ねじにねじ込み可能であることを特徴
とする、請求項１に記載のアバットメント。
【請求項３】
　前記頭部分（３）がテーパ状に先細りになるように構成されていることを特徴とする、
請求項１に記載のアバットメント。
【請求項４】
　前記頭部分が、内側に、回転工具を回転伝達可能に受容するための工具係合面（８）を
備えていることを特徴とする、請求項１に記載のアバットメント。
【請求項５】
　前記中心長手軸線（Ｌ）に対する前記頭部分（３）の前記側面の傾斜が０゜と２５゜の
間の角度範囲で設けられていることを特徴とする、請求項３に記載のアバットメント。
【請求項６】
　前記頭部分（３）に別個の釣鐘状のアダプター部材（５）が付設され、該アダプター部
材の内側面（１１）が前記頭部分（３）の前記側面を補完するように中心長手軸線（Ｍ）
に関し回転対称に且つ先細りに構成されていることを特徴とする、請求項１に記載のアバ
ットメント。
【請求項７】
　前記釣鐘状のアダプター部材（５）が中心長手軸線（Ｍ）に対し同軸の貫通穴を有し、
該貫通穴が固定要素用の載置面として用いられる環状肩部（１０）によって周囲を画成さ
れていることを特徴とする、請求項６に記載のアバットメント。
【請求項８】
　前記アダプター部材（５）の外側面（１２）が、前記中心長手軸線（Ｍ）に関し回転対
称に、且つ端部側へ先細りに構成されていることを特徴とする、請求項６または７に記載
のアバットメント。
【請求項９】
　前記アバットメント（２）および／またはアダプター部材（５）が金属、特にチタン、
および／または、セラミックス、特に酸化ジルコニウムから構成されていることを特徴と
する、上記請求項の少なくとも一つに記載のアバットメント。
【請求項１０】
　前記頭部分（３）および／または前記アダプター部材（５）および／または補綴要素（
Ｂ，Ｚ）が互いに素材または摩擦結合が可能であることを特徴とする、上記請求項の少な
くとも一つに記載のアバットメント。
【請求項１１】
　複数個の歯の代用となる歯科補綴体（Ｂ，Ｚ）を備え、該歯科補綴体がインプラントに
固定可能な少なくとも２つのアバットメント（２，３）に固定可能であり、該アバットメ
ント（２，３）が上記請求項の少なくとも一つに従って構成されている、デンタルブリッ
ジ構造または架工義歯構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラント内に固定可能な根元部分と、補綴要素を受容するために設けら
れる頭部分とを備えたインプラントシステム用アバットメントであって、前記頭部分の側
面が、前記アバットメントの中心長手軸線に関し回転対称に構成され、且つ前記根元部分
に対向する端面側へ先細りになっている前記アバットメント、および、この種の複数個の
アバットメントを備えたデンタルブリッジ構造または架工義歯構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のアバットメントは特許文献１から知られている。同様のアバットメントは特許
文献２に開示されている。
【０００３】
　デンタルインプラント用の他のアバットメントは特許文献３から知られている。この公
知のアバットメントは、回転対称に構成された、歯補綴要素を受容するための頭部分と、
人間の骨に固定されたインプラントにアバットメントを固定するための根元部分とを有し
ている。このアバットメントはチタンから製造されている。
【０００４】
　歯補綴要素のためのアバットメントには、インプラントの個々の顎骨固定態様に依存し
て、根元部分に対し整列してまたは交差して（角度を成して）突出する頭部分が具備され
る。これにより、この公知のインプラントシステムでは、角度が異なる多数のアバットメ
ントをあらかじめ確保しておく必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０２０８９０６Ａ１号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１６７９０４９Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１１２００５００３６２１Ｔ５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、構成が簡潔で、デンタルブリッジ構造または架工義歯構造に対しても
使用できる、冒頭で述べた種類のアバットメントおよびデンタルインプラントシステムを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、根元部分が雄ねじを有し、該雄ねじがインプラントの雌ねじにねじ込み可
能であること、頭部分が、その端面側にて開口している、補綴要素またはアダプター部材
を位置固定するための雌ねじを備えた孔を有していることを特徴とするアバットメントに
より解決される。端面側へ延在している先細り部と関連して頭部分を回転対称に構成する
ことにより、インプラント長手軸線と整列している補綴要素に対しても、インプラント長
手軸線に対し角度を成している補綴要素に対しても、本発明によるアバットメントを汎用
的に規格化して使用することが可能になる。本発明による解決手段は、デンタルインプラ
ントシステムおよび対応する歯補綴要素に対し特に適している。基本的には、本発明によ
る解決手段は、指骨または趾骨等の対応する人間用補綴要素を備えた他の人間用インプラ
ントシステムにも適している。頭部分の側面の、端面側へ先細りになっている構成は、直
線状、球状、またはくびれ状、または段状に設けてもよい。
【０００８】
　ねじ穴が設けられている頭部分と雄ねじを備えている根元部分とを備えるアバットメン
トを本発明にしたがって一体に構成することにより、アバットメントを対応するインプラ
ントにねじ込むことができる。さらに、対応する補綴要素を上からアバットメントに載置
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してこれと螺合させることができる。これとは択一的に、アダプター部材をアバットメン
トの頭部分と螺合させることができる。その結果、一体のアバットメントは、この形態で
は従来技術から公知でない複数の固定機能を有している。さらに、頭部分を回転対称に構
成することによって、インデックスまたはコードにより予め設定されて形状結合的に固定
されている、インプラントに対するアバットメントの回転方向付けをせずに済む。これは
インプラントへのアバットメントの取り付けを容易にする。
【０００９】
　本発明の構成では、頭部分に固定ねじが付設され、該固定ねじは補綴要素またはアダプ
ター部材を固定するために雌ねじにねじ込み可能である。これにより、アバットメント上
への補綴要素の特に簡単な取り付けを達成できる。
【００１０】
　固定ねじの雄ねじは、頭部分に設けた孔の雌ねじを補完するように実施されている。
【００１１】
　本発明の他の構成では、頭部分はテーパ状に先細りになるように構成されている。対応
する切頭円錐形は簡単に且つ適正コストで製造可能である。
【００１２】
　本発明の他の構成では、中心長手軸線に対する頭部分の側面の傾斜は０゜と２５゜の間
の角度範囲で設けられている。特に有利には、角度範囲は１２゜と１５゜の間であり、こ
れは１２゜と１５゜の間の角度形成部を備えたアバットメントに対応している。
【００１３】
　本発明の他の構成では、頭部分に別個の釣鐘状のアダプター部材が付設され、該アダプ
ター部材の内側面は頭部分の側面を補完するように回転対称に且つ先細りに構成されてい
る。アバットメントとアダプター部材とは複数個の構成要素から成るアバットメントシス
テムを形成し、この場合アダプター部材を歯補綴要素と結合させ、特に癒着させ、次に歯
補綴要素とアダプター部材とから成るこのユニットをアバットメントと結合させる。アダ
プター部材は頭部分に精確に嵌合してこれを同軸に取り囲み、その結果アダプター部材は
それを頭部分上に固定する前に回転させることができる。従って、アダプター部材は確実
に回転するように頭部分上に載置することができる。アバットメント自体も対応するイン
プラントに確実に回転するように挿着されている。この構成は、特に、互いに間隔をもっ
て位置している２個またはそれ以上のアバットメント上に位置決め可能なブリッジ構造ま
たは架工義歯構造に対し有利である。アバットメント自体はそれぞれインプラント内で任
意の回転方向付けで位置決めされており、すなわちコードまたはインデックスなしで位置
決めされている。というのは、複数個のアバットメントの固定的割り当ては、ブリッジ構
造または架工義歯構造をアダプター部材の頭部分上に載置する以前にすでに該構造に好ま
しくは固定されている、特に癒着されているアダプター部材を載置することを介して行わ
れるからである。ブリッジ構造または架工義歯構造の表面には、すなわち対応する顎部分
に対向している側面には、埋設したアダプター部分をアバットメントと螺合させるための
孔が設けられている。
【００１４】
　本発明の他の構成では、釣鐘状のアダプター部材は中心長手軸線に対し同軸の貫通穴を
有し、該貫通穴は固定要素用の載置面として用いられる環状肩部によって周囲を画成され
ている。貫通穴は、アダプター部材を貫通して突出している固定要素、特に押さえねじを
受容するために設けられている。
【００１５】
　本発明の他の構成では、アダプター部材の外側面は、中心長手軸線に関し回転対称に、
且つ端部側へ先細りに構成されている。これは特に簡単に製造される表面であり、補完的
な歯補綴要素への簡単且つ嵌合精確な挿着を可能にする表面である。歯補綴要素は好まし
くは凹部を有し、凹部は、対応的に回転対称に且つその凹部底部のほうへ先細りになるよ
うに構成されている。アダプター部材の外側面上への歯補綴要素の固定は、好ましくは癒
着によって行う。歯補綴要素は、固定部材、特にねじの貫通を可能にするため、貫通穴と
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同軸に整列している貫通孔を有している。
【００１６】
　本発明の他の構成では、頭部分は、内側に、回転工具を回転伝達可能に受容するための
工具係合面を備えている。これにより、六角ドライバー等の形態の適した回転工具を用い
てアバットメントをインプラントにねじ込むことが可能である。雌ねじを備えた孔とその
上にある凹部とは頭部分において袋穴を成している。
【００１７】
　本発明の他の構成では、アバットメントおよび／またはアダプター部材は金属、特にチ
タン、および／または、セラミックス、特に酸化ジルコニウムから構成されている。これ
らの材料は人間用インプラントシステムにとって、特に歯インプラントシステムにとって
特に適している。
【００１８】
　本発明の他の構成では、頭部分とアダプター部材とは互いに素材結合または摩擦結合が
可能である。有利には、対応する部品の結合は、癒着または摩擦により、螺合または嵌合
により行う。本発明による前記要素が回転対称に構成されていることにより、個々の部品
は必要に応じた種々の回転位置で互いに相対的に配向可能であり、その後癒着、螺着、或
いは、摩擦または素材結合という他の形態で所望の位置に固定可能である。これは、少な
くとも２つのアバットメントに固定可能である、よって少なくとも２つのデンタルインプ
ラントに固定可能である補綴用ブリッジ構造または架工義歯構造にとって特に有利である
。
【００１９】
　本発明による解決手段は、複数個の歯の代用となる歯補綴体を備え、該歯補綴体がイン
プラントに固定可能な少なくとも２つのアバットメントに固定可能であるデンタルブリッ
ジ構造または架工義歯構造にも関わる。本発明によれば、アバットメントは上述のように
構成されている。歯補綴体は、患者の口内で複数個の歯の代用となるブリッジ構造または
架工義歯構造である。
【００２０】
　本発明の他の利点および構成は、請求の範囲および図面に示されている本発明の有利な
実施例に関わる以下の説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明によるアバットメントを歯インプラントシステム内に配置した斜
視図である。
【図２】図２は、図１のアバットメントの拡大図である。
【図３】図３は、図２のアバットメントの縦断面図である。
【図４】図４は、図３のアバットメントの部分ＩＶの拡大図である。
【図５】図５は、図２および図３のアバットメントの平面図である。
【図６】図６は、図２のアバットメントの斜視図である。
【図７】図７は、多体アバットメントの展開斜視図で、アダプター部材がクラウンに挿着
されている図である。
【図８】図８は、図７の２体アバットメントのアダプター部材の平面図である。
【図９】図９は、図８のアダプター部材を斜め下から見た斜視図である。
【図１０】図１０は、図８のアダプター部材を斜め上から見た斜視図である。
【図１１】図１１は、図８のアダプター部材の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　デンタルインプラントシステムとも呼ばれる歯インプラントシステムは、１個または複
数個のインプラント１を有し、インプラントは基本的に公知の態様で顎骨Ｋ内部の骨支持
体に挿入されて、そこで根づく。インプラント１は顎骨Ｋの個別の骨構造に応じて配向さ
れる。対応するインプラント１にブリッジＢ（図１）またはクラウンＺ（図７）のような
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歯補綴要素を固定できるようにするため、一体または多体のアバットメント２，５が設け
られている。以下に、このアバットメントを図１ないし図１１を用いて詳細に説明する。
【００２３】
　図２ないし図７のアバットメント２はチタンから製造され、中心長手軸線Ｌ（図３）に
関し実質的に回転対称に構成されている。アバットメント２は雄ねじを備えた根元部分６
，７を有し、根元部分は中央の筒状部分と下部のねじ部分とによって形成されている。ね
じ部分は雄ねじを有し、雄ねじは詳細に図示していない態様でインプラント１の対応する
雌ねじにねじ込み可能である。根元部分６，７の上方には頭部分３が接続し、頭部分は、
切頭円錐状の側面と、該側面を下方で画成している環状肩部４とを含んでいる。円錐状に
先細りになっている側面は中心長手軸線Ｌに対し傾斜αを有し、傾斜αは図示の実施例の
場合１４．６゜である。
【００２４】
　ねじ部分６の雄ねじはＭ２ねじである。図２のアバットメント２は約１０ｍｍの全高を
有している。
【００２５】
　アバットメント２は、頭部分３の上部端面を起点として袋穴を備え、袋穴は、雌ねじ９
と、該雌ねじ９の上方にある、八角ドライバーの形態の、特に六角ドライバーの形態の回
転工具用の工具係合面とを含んでいる。ねじ穴９の径は、工具係合面８を形成している八
角凹部の径よりも小さい。この工具係合面８を用いると、適した工具を補助的に使用して
アバットメント２をインプラント１にねじ込むことが可能である。頭部分３と根元部分６
，７とは、対応して加工された一体の中実体から形成されている。
【００２６】
　アバットメント２の頭部分３の側面は、特にクラウンＺまたはブリッジＢのような歯補
綴要素を受容するために用いる。対応する歯補綴要素の下面に、自らの底部のほうへ対応
してテーパ状に先細りになっている凹部を繰り抜くようにして、歯補綴要素の下面の領域
で歯補綴要素を加工してテーパ状の頭部分３を補完する。これに加えて、歯補綴要素に上
面からテーパ状の凹部に対し同軸に、歯補綴要素を上から貫通する穿孔部を形成する。歯
補綴要素をそのテーパ状の凹部を用いて遊びなしに頭部分３に精確に嵌合させて取り付け
、これによってそのエッジをアバットメント２の環状肩部４上に載置する。対応する固定
は、押さえねじによって行うことができる。押さえねじは上から歯補綴要素を貫通して差
し込み、次にアバットメント２の袋穴のねじ孔９に固定する。これにより歯補綴要素はア
バットメント２のテーパ状の側面３に対し、且つリングストッパーとして用いられるアバ
ットメント２の環状肩部４に対し押しつけられる。これを補うように、または、これとは
択一的に、対応して加工した歯補綴要素をアバットメント２の頭部分３と癒着してよい。
【００２７】
　図１と図７に図示した他の実施形態によれば、アバットメント２に対し付加的に釣鐘状
のアダプター部材５を付設することにより、アバットメントはシステムとして２部分から
構成されている（図７ないし図１１）。アダプター部材５は実質的に切頭円錐状に構成さ
れ、（取り付け状態で上から見て）筒状の受容孔を有し、受容孔はより小径の貫通孔に移
行して環状肩部１０を形成する。アダプター部材５の内側面１１は下方へ切頭円錐状に拡
大しており、よってテーパ状である。アダプター部材５の内側面１１は、アバットメント
２の頭部分３の側面が中心長手軸線Ｌに対し相対的に傾斜している角度と同じ角度αでア
ダプター部材５の中心長手軸線Ｍに対して傾斜している。（中心長手軸線Ｍに沿って見た
）内側面１１の深さは、頭部分３の側面の高さと略同一である。切頭円錐部分の上部およ
び下部エッジ径も実質的に互いに同じであり、その結果アダプター部材５を頭部分３上に
遊びなしに精確に嵌合させて完全に取り付けることが可能である。
【００２８】
　頭部分３の環状肩部４の上部エッジ面は、中心長手軸線Ｌに対する半径方向に比べて１
゜と２゜の間の範囲でわずかに外側へ上り勾配になっており、本実施形態では正確に１．
１１゜の角度で外側へ上り勾配になっている。これにより、取り付け状態でアダプター部
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材５の下部の前面端部を環状肩部４上に確実に位置決めすることが可能である。
【００２９】
　アダプター部材５の外側面は、内側面１１に比べてわずかに急傾斜で配向されている。
本実施例では、中心長手軸線Ｍに対する外側面１２の表面の対応する角度βが１３゜であ
るのに対し、角度αは１４．６°である。本実施例の場合、アダプター部材５もチタンか
ら製造されている。本発明の図示していない実施形態によれば、アダプター部材は、アバ
ットメント２もそうであるが、金属から製造する代わりに、適するハイテクセラミックス
から製造してもよい。
【００３０】
　アダプター部材５は図１または図７では、ブリッジＢ、クラウンＺ等の歯補綴要素の対
応する凹部に挿着して、歯補綴要素の対応する凹部と面で素材結合するために用いられる
。この場合、好ましくは、まずアダプター部材５を歯補綴要素内に面一に挿入し、次に歯
補綴要素とアダプター部材５とから成るユニットを対応するアバットメント２上へ載置し
、そこの対応する頭部分３上へ載置する。次に、アダプター部材５を歯補綴要素ともども
対応する押さえねじによってアバットメント２と固定結合させる。押さえねじは上から歯
補綴要素を貫通させてアダプター部材５にねじ込んで載置肩部１０上に載置し、該押さえ
ねじをアバットメント２のねじ孔９にねじ込むことによってアバットメント２と固定結合
させる。図１の図示では、歯補綴要素としてブリッジＢは設けられ、ブリッジには、対応
するインプラント１に固定するために２つの結合部位が設けられている。ブリッジＢは右
側に挿入されたアダプター部材５を有し、左側に挿着されたアバットメント２を有してい
るが、これは単なる例にすぎない。ブリッジＢを、インプラントに挿着された顎骨Ｋのア
バットメント２に取り付けることができるようにするには、その根元領域６でもって上方
へ突出しているようにブリッジ本体Ｂに設けた左側のアバットメント２を除去しなければ
ならない。従って、図１の図示は単に異なる実施形態を示したにすぎず、実際には、図示
した実施形態でブリッジＢを、顎骨Ｋに挿着した２つのアバットメント２に取り付けるこ
とはできない。
【００３１】
　クラウンＺは、図７で矢印で示したように、すでに取り付けられているそのアダプター
部材５でもってアバットメント２の頭部分３の上に載置してアバットメント２と螺合させ
る。
【符号の説明】
【００３２】
　２　アバットメント
　３　頭部分
　５　アダプター部材
　６，７　根元部分
　８　工具係合面
　１０　環状肩部
　１１　アダプター部材の内側面
　１２　アダプター部材の外側面
　Ｂ　ブリッジ
　Ｌ　アバットメントの中心長手軸線
　Ｍ　アダプター部材の中心長手軸線
　Ｚ　クラウン
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